
公
的
年
金
制
度
の
中
の
国
民
年
金

公
的
年
金
は
大
き
く
分
け
て
、
国
民

年
金
・
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
と
あ

り
ま
す
。
で
は
、
あ
な
た
が
老
後
に
も

ら
え
る
年
金
は
何
で
し
ょ
う
か
。
簡
単

に
表
に
す
る
と
次
の
と
お
り
で
す
。

国
民
年
金
の
給
付
は

公
的
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
る

全
て
の
人
に
、
共
通
し
て
も
ら
え
る
年

金
が
国
民
年
金
で
す
。
で
は
、
国
民
年

金
の
給
付
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
も
の
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

老
齢
基
礎
年
金

年
金
制
度
加
入
期
間
が
合
計
し
て

25
年
以
上
あ
る
と
き
、
65
歳
か
ら
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
年
金
制
度
加

入
期
間
と
は
、
国
民
年
金
保
険
料
納
付

済
期
間（
保
険
料
免
除
期
間
を
含
み
ま

す
。）に
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
や
第

三
号
被
保
険
者
期
間
を
加
え
た
も
の

で
す
。

障
害
基
礎
年
金

国
民
年
金
加
入
中
の
病
気
や
ケ
ガ

を
原
因
に
、
一
定
の
障
害
が
残
っ
た
と

き
に
受
け
ら
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
に
し
て

い
る
と
受
け
ら
れ
な
い
と
き
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
20
歳
前
か
ら
障
害
の
状

態
に
あ
る
方
は
、
20
歳
か
ら
受
給
で
き

ま
す
。

遺
族
基
礎
年
金

国
民
年
金
加
入
中
に
、
夫
を
病
気
や

不
慮
の
事
故
で
失
っ
た
と
き
、
夫
に
扶

養
さ
れ
て
い
た
18
歳
未
満
の
子
供
の

あ
る
妻
、
ま
た
は
子
に
支
給
さ
れ
る
も

の
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
要
件
が

あ
り
、
未
納
に
し
て
い
た
り
す
る
と
受

け
ら
れ
な
い
と
き
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
で
す
。
国
民
年
金
は
、
現
役
世

代
の
方
の
納
め
る
保
険
料
が
高
齢
者

の
年
金
を
支
え
、
現
役
世
代
の
方
は
、

将
来
、
次
世
代
の
方
に
支
え
て
も
ら
う

と
い
う「
世
代
間
扶
養
」で
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
日
本
で
は
、
20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が

国
民
年
金
へ
の
加
入
と
保
険
料
納
付

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
は
、
老
後
に
支
給
さ
れ
る

「
老
齢
年
金
」だ
け
で
な
く
、
現
役
時
代

に
病
気
や
け
が
で
障
害
者
に
な
っ
た

と
き
は「
障
害
年
金
」と
し
て
、
本
人

が
亡
く
な
っ
た
と
き
は
遺
族
を
支
え

る「
遺
族
年
金
」と
し
て
支
給
さ
れ
る
、

皆
さ
ん
の
生
活
を
支
え
る
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
年
金
制
度
を
支
え
て

い
る
も
の
が
、
皆
さ
ん
が
納
め
て
い
る

第3号被保険者 第2号被保険者 第1号被保険者

厚生年金 共済年金 （付加年金）

国民年金 国民年金 国民年金
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自営業者・学生など会社員など 公務員など会社員や公務員
の妻など

みんなを支える

みんなで支える

保険年金課 166◆1101


